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△

物納申請と交換特例

来年度改正では、延納から物納への切り替

え制度が手当される見通しとなっており、都

市部を中心に今後も物納申請の一層の増加が

見込まれよう。

て

ところで、申請側にあっては、国側にとつ
04

管理・処分の容易な財産”を充当した方

が無難ということで、相続により取得した借

地権を底地と交換し、これを物納財産として

申請するというケースもあるようだ。地主と

の協議のうえで、こうした特殊事情に基づく

資産の交換が行われるわけだが、この場合、

原則として譲渡がなかったものとみなす「固

定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」（所

法第58条）の適用は不可となるので、この

点留意すべきところ。

同特例は、土地等や建物、機械及び装置な

ど、一定の固定資産のうち同種のものを交換

により譲渡取得し、取得資産を譲渡資産の譲

渡直前の用途と同一の用途に供することが要

件として求められている。従って、転売や物

納を前提とした交換は、法律の定めからして

これに当たらないことになる。

仮に物納申請が不可となり、その結果引き

続き申請者が従前どおり居住することになっ

たとしても、交換（譲渡）が行われた時点で

は、あくまでも物納申請を前提とした交換で

あり現に申請が行われている以上、事後的に

特例適用が認められるということもない。

ただし、交換譲渡に係る確定申告期限まで

に、申請を取り下げるなどして、同一の用途

に供していれば特例の適用対象となる。
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